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亀山市議会基本条例に伴う検討課題カルテ 
 

改 定 
 
作 成 

H26-10-7 
 
H25-12-26 

 
検討課題 

 
23 

 
議員定数１８名での運営について④ 

 
区  分 

 
Ⅰ － Ｂ 

 
関連条例内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（議会運営の原則） 
第４条 議会は、市民を代表する議事機関であることを常に自覚

し、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会
を目指し、市民に対する説明責任を十分に果たすよう努めなけ
ればならない。 

２ 議会は、市の政策決定及び市長その他の執行機関の事務の執
行に関し、監視及び評価並びに政策の立案及び提言を行う機能
が十分に発揮できる議会運営に努めなければならない。 

３ 議会は、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映でき
るよう議会運営に努めなければならない。 

４ 議会は、議会の会議における市民の傍聴の意欲を高める議会
運営に努めなければならない。 

 

 
５ 議会は、本会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委

員会(以下「委員会」という。)の会議においては、積極的に情報
公開を行い、わかりやすい議論を行うよう努めなければならない
。 

６ 議会の委員会は、それぞれの設置の目的に応じた機能が十分に
発揮できる委員会の運営に努めなければならない。 

７ 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の討
議を中心とした議会運営に努めなければならない。 

 

 
検討内容 

 
・議長の委員就任について 

 
現状分析 

 
議論する内容 

 
対応内容 

 

・第４条第１項では、議会は、市民を代表する議事機
関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信
頼性を確保し、市民に開かれた議会を目指し、市民
に対する説明責任を十分に果たすよう努めなけれ
ばならないと規程。 

・市議会申し合わせにより、議長は総務委員会に所属
することを規定。 

・２１年１１月、議長の総務委員会委員の辞任につい
ては、議長の判断とすることを確認。 

・２５年１２月、議長の判断で委員を辞任。 

・２６年６月、議長の判断で委員を辞任。 
 
 
 
 

 
・議長の責務と関連して、議長の委員会

所属の有無について検討。 

 
・委員会条例の一部改正（２６年９月） 
・第23回検討部会で、議長は常任委員会の委員とな
らないことを規定する委員会条例の一部改正の素案
を各会派へ持ち帰り意見集約を行う。（平成26年7
月25日） 
・第24回検討部会で、意見集約の結果、委員会条例
の一部改正案について了承され、代表会会議に委ね
ることを確認。（平成26年8月21日） 
・代表者会議で、議長は常任委員会の委員とならな
いこととし、委員会条例の一部改正することを確認
。（平成26年8月28日） 
・第10回議会改革推進会議において、委員会条例の
一部改正について、平成26年9月定例会に議会運営委
員会提出議案として提案することを確認し、完了と
する。（平成26年9月19日） 
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現状分析 
 

議論する内容 
 

対応内容 
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